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  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年松前町条例第14号。以下「条例」という。）の

規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

  第２章 パートタイム会計年度任用職員の報酬 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第３条 条例第３条第１項の規定により月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、その者をフルタイム会計年度任用

職員であるとみなした場合の第17条第１項及び第２項の規定による給料月額（以下この条において「みなし月額」という。）に、フルタ

イム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に対するその者について定められた１週間当たりの勤務時間の割合を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とするものとする。 



２ 条例第３条第２項の規定により日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とするものとする。 

 (1) 基本報酬の額を日額で定める場合 みなし月額を21で除して得た額に、フルタイム会計年度任用職員について定められた１日当たり

の勤務時間に対するその者について定められた１日当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額 

 (2) 基本報酬の額を時間額で定める場合 みなし月額を162.75で除して得た額 

（パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の調整額） 

第４条 条例第４条第１項の規定に基づき、別表の職務の欄の１から７までに掲げる職務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対し

ては、基本報酬の調整額を支給する。 

２ 前項のパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の調整額の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

 (1) 基本報酬の額が月額で定められている場合 当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に100分の20を乗じて得た額 

 (2) 基本報酬の額が日額で定められている場合 前号に定める額を21で除して得た額 

 (3) 基本報酬の額が時間額で定められている場合 第１号に定める額を162.75で除して得た額 

 （パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬等） 

第５条 条例第７条第１項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。  

 (1) 条例第７条第１項第１号の勤務 100分の100 

 (2) 条例第７条第１項第２号の勤務 100分の125 

(3) 条例第７条第１項第３号の勤務 100分の135 

２ 条例第８条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。 

第６条 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、条

例第21条第１項に規定する給与の計算期間（以下「給与期間」という。）におけるその全時間数（時間外勤務手当に相当する報酬の支給

割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。）によって計算する。この場合において、当該全時間数に１時間未満の端数が

あるときは、その端数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。 

第７条 公務により旅行中のパートタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅

行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、当該勤務時間について

明確に証明できるものについては、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。 



（会計年度任用職員の期末手当） 

第８条 条例第10条第１項前段（条例第20条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定により期末手当の支給を受ける会

計年度任用職員は、基準日に在職する会計年度任用職員（条例第10条第６項及び第20条において準用する松前町職員の給与に関する条例

（昭和43年松前町条例第９号。以下「給与条例」という。）第19条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる会計

年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。 

(1) 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第28条第２項の規定により休職にされている会計年度任用職員（給与の

支給を受けていないものに限る。） 

(2) 法第29条第１項の規定により停職にされている会計年度任用職員 

(3) 法第55条の２第１項ただし書に規定する専従許可（以下「専従許可」という。）を受けている会計年度任用職員 

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項の規定により育児休業を

している会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関する条例（平成４年松前町条例第５号）第８条第１項の規定の適用を受ける

会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 

（期末手当の支給日） 

第９条 条例第10条第１項前段に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日

の欄に掲げる日（その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日）とする。  

基準日 支給日 

６月１日 ６月30日 

12月１日 12月10日 

第10条 条例第10条第１項後段（条例第20条において準用する場合を含む。）の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これら

の職員には、期末手当を支給しない。 

(1) その退職し、又は死亡した日において第８条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者 

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者（当該基準日に期末手当が支給される者に限る。）となった者 

ア 条例の適用を受ける会計年度任用職員 

イ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和42年松前町条例第８号。以下「企業職員給与条例」という。）第18条第１項の

規定の適用を受ける企業職員である会計年度任用職員 

ウ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和43年松前町条例第12号。以下「技能労務職員給与条例」と



いう。）第15条第１項の規定の適用を受ける単純な労務に雇用される職員である会計年度任用職員 

第11条 基準日前１月以内において条例の適用を受ける会計年度任用職員としての退職が２回以上ある者について前条の規定を適用する場

合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。 

 （期末手当に係る在職期間） 

第12条 条例第10条第３項（条例第20条において準用する場合を含む。）の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職

した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

 (1) 第８条第２号又は第３号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間 

 (2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員（当該育児休業の期間の全部又は一部が基準日以前６月

以内の期間に含まれる場合における当該育児休業の期間が１月以下である者を除く。）として在職した期間については、その２分の１

の期間 

 (3) 休職にされていた期間については、その２分の１の期間 

３ 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当し

て休職にされた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。 

第13条 前条第１項の在職期間には、基準日以前６月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場

合は、その期間内において次に掲げる者として在職した期間を算入する。ただし、次に掲げる者が基準日前１月以内に退職している場合

にあっては、この限りでない。 

 (1) 給与条例の適用を受ける職員（会計年度任用職員を除く。） 

(2) 企業職員給与条例の適用を受ける企業職員 

 (3) 技能労務職員給与条例の適用を受ける単純な労務に雇用される職員 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 （一時差止処分に係る在職期間） 

第14条 条例第10条第６項及び第20条において準用する給与条例第19条の２及び第19条の３に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会

計年度任用職員として在職した期間とする。 

２ 前条第１項各号に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項

の在職期間とみなす。 



 （一時差止処分に係る準用） 

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（昭和43年松前町規則第８号）第７条の３から第７条の８までの規定は、条例第10条

第６項及び第20条において準用する給与条例第19条の３第２項に規定する一時差止処分について準用する。この場合において、同規則第

７条の３中「給与条例第19条の３第２項（給与条例第19条の４第５項及び第21条第６項において準用する場合を含む。以下同じ。）」と

あるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年松前町条例第14号）第10条第６項及び第20条において準

用する給与条例第19条の３第２項」と、同規則第７条の５中「給与条例第19条の３第２項」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例第10条第６項及び第20条において準用する給与条例第19条の３第２項」と、同規則第７条の７中「給与条例第

19条の３第５項（給与条例第19条の４第５項及び第21条第６項において準用する場合を含む。）」とあるのは「松前町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例第10条第６項及び第20条において準用する給与条例第19条の３第５項」と読み替えるものとする。 

   第３章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償 

第16条 条例第11条第２項の町長が規則で定める算出方法は、その月額を次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により定める

算出方法とする。 

(1) 給与条例第９条第１項第１号に規定する交通機関等を利用する場合 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるも

のとみなした場合の給与条例の規定による通勤手当の額をその支給単位期間の月数で除して得た額とする方法 

(2) 給与条例第９条第１項第２号に規定する自動車等を使用する場合 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるもの

とみなした場合の給与条例の規定による通勤手当の額に、当該パートタイム会計年度任用職員のその月の出勤日数（その日数が21日を

超えるときは、21日とする。）を21で除して得た数を乗じて得た額とする方法 

   第４章 フルタイム会計年度任用職員の給与 

 （フルタイム会計年度任用職員の給料） 

第17条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表の職務の欄の区分に応じ同表の号数の欄に定める号数の給与条例別表第１の給料

表の職務の級１級の号給の給料月額に相当する額とするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、過去に同種の職務の会計年度任用職員としての勤務経験を有するフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、

その勤務経験を次の表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの勤務経験の年数（１年未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。）に同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計数を同項に規定する号給の号数に加えて得た数を号数とする号給の給料月

額に相当する額とするものとする。ただし、別表の職務の欄の区分に応じ同表の上限号数の欄に定める号数の号給に相当する給料月額を

上限とするものとする。 



フルタイム会計年度任用職員としての勤務経験 ２ 

パートタイム会計年度任用職員としての勤務経験 １ 

３ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定により難いと任命権者が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、町長の承認を得

て任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額） 

第18条 条例第14条第１項の規定に基づき、別表の職務の欄の１から７までに掲げる職務に従事するフルタイム会計年度任用職員に対して

は、給料の調整額を支給する。 

２ 前項のフルタイム会計年度任用職員の給料の調整額の額は、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の額に100分の20を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等） 

第19条 条例第16条第１項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 

 (1) 条例第16条第１項第１号の勤務 100分の125 

 (2) 条例第16条第１項第２号の勤務 100分の135 

第20条 条例第17条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。 

第21条 第６条及び第７条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「時間外勤務手

当に相当する報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、第６条中「時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬」とあるのは「時間

外勤務手当及び休日勤務手当」読み替えるものとする。 

   第５章 雑則 

 （給与の支給日） 

第22条 条例第21条第２項及び第３項に規定する規則で定める日は、10日（同日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日（以下「休日」という。）、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日で

ない日）とする。 

 （給与の日割計算） 

第23条 会計年度任用職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の基本報酬（月額で定められてい

る場合に限る。）及び給料は、日割による計算により支給する。 

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 



(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合 

(3) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合 

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

 （給与の減額） 

第24条 条例第22条の規定により減額すべき給与額（以下「減額すべき給与額」という。）は、その給与期間の勤務しなかった全時間数に

よって計算する。この場合において、１時間未満の端数があるときは、第６条後段の規定を準用する。 

第25条 減額すべき給与額はパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分の基本報酬に対応する額及び基本報酬の調整額に

対応する額を、それぞれその給与期間の基本報酬及び基本報酬の調整額から、フルタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分

の給料に対応する額及び給料の調整額に対応する額を、それぞれその給与期間の給料及び給料の調整額から差し引くものとする。 

２ 前項の規定により減額すべき給与額を差し引くことができないときは、同項の規定にかかわらず、条例に基づくその他の未支給の給与

から当該減額すべき給与額を差し引くことができる。 

 （端数計算） 

第26条 条例第７条及び第８条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬若しくは休日勤務手当に相当する報

酬の額、条例第16条及び第17条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当若しくは休日勤務手当の額又は条例第22条の規定

による勤務１時間当たりの報酬額若しくは給与額を算定する場合において、これらの額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、

50銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。 

第27条 給与の計算に際してその額に１円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額を

もって当該給与の額とする。 

 （帳簿の作成） 

第28条 任命権者は、会計年度任用職員の給与に関する帳簿を給与条例が適用される職員に準じて作成し、保管しなければならない。  

（この規則の実施に関し必要な事項） 

第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の特例） 



２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）に採用するパートタイム会計年度任用職員であって、施行日前に地方公務員及び地方

自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）第１条の規定による改正前の地方公務員法第３条第３号の職又は同法第22条第５項

の臨時の職への任用（採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和２年３月30日又は同月31日のものに限る。

以下「採用前特定任用」という。）をされていたものに係る第３条第１項の規定の適用については、同項中「フルタイム会計年度任用職

員であるとみなした場合」とあるのは、「この規則の施行の日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、同日前に地方公務員及

び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）第１条の規定による改正前の地方公務員法第３条第３号の職又は同法第22条

第５項の臨時の職への任用（採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和２年３月30日又は同月31日のもの

に限る。）をされていたものであるとみなした場合」とする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の給料月額の特例） 

３ 施行日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、施行日前に採用前特定任用をされていたものに係る第17条第２項の規定の適

用については、当該採用前特定任用に係る勤務経験を、１年を限度として同種の会計年度任用職員としての勤務経験とみなす。 

別表（第４条、第17条、第18条関係） 

職 務  号 数  上 限 号 数  

１ 保育士 ４ 14 

２ 保健師 ６ 24 

３ 介護支援専門員 ５ 24 

４ 介護認定調査員 ５ 24 

５ 教諭 ４ 14 

６ 栄養士 ４ 24 

７ 運転手 １ 24 

８ その他 １ 24 

  


